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第1 はじめに－なかなか開示されなかった治水計画の基礎データ

安威川・神崎ﾉllの河川整備計画の洪水目標流量は、後記第2のとおり、過去の

洪水の実績流量とかけ離れた、きわめて過大な流量である。本来は不要なはずの

安威川ダムの必要性を作り出すために、現実と遊離した過大な洪水目標流量が設

定されている疑念が強くあったことから、原告側は、その算出に用いた洪水流出

計算モデルの基礎データの全面開示を平成26年7月から求め続けてきたが（甲

26）、断片的な開示しかされなかった。情報公開請求の仕方を工夫して求めて

も、資料が不存在であるとの不開示決定通知書が二度も送られてくる有様であっ

た（甲24及び27)。
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そして、本年1月末になってようやく被告側から請求資料があったとの連絡が

あり、その資料が送付されてきた。最初に開示請求してから、実に約1年半も経

過している。治水計画を策定するうえで基礎中の基礎というべきデータの開示が

なぜ、これほど遅れるのであろうか。

ようやく開示された資料を見ると、大阪府は、安威jllの水位流量観測の委託調

査にそれなりの予算を投じて、膨大な観測資料を蓄積している。

しかし、その整理と保管がきちんと行われないため、観測資料がどこにあるの

かわからない状態に陥っていたのである。安威jllの河川管理者としてあるまじき

ことである。安威j||ダムを建設することばかりに気を取られて、日常的な河ﾉ||管

理の実務を疎かにしていると言わざるを得ない。

第2洪水流出モデルの計算流量と実績流量の乖離

1 1850㎡/秒の計算手順について

安威川の河ﾉ||整備計画は、相川基準点の目標流量（基本高水流量）を1850

㎡/秒とし、そのうち、 600㎡/秒を安威川ダムで調節し、残り1250㎡/秒

を河道で対応することになっている。

この1850㎡/秒が求められた計算手順の概略は、以下のとおりである。

①過去の流域雨量データから確率計算で1／100の一日雨量を計算した（相

川上流で247mm)。

②過去の洪水の雨量データを使って、その洪水の実績流量を再現計算できるよ

うに洪水流出計算モデルの係数を定めた（流出モデルの同定)。

③過去の23洪水のそれぞれにおいて1／100の一日雨量が降ったとして、

毎時の雨量を引伸ばし、その雨量時間分布から、洪水流出計算モデルで毎時の

流量を計算した。

④過去の23洪水それぞれについて引き伸ばし計算を行った結果から、各洪水

のピーク流量を取り出し、その中から基本高水流量を選択した。その中の最大

値が相ﾉ||地点で昭和47年9月16日洪水の1811㎡/秒であったので、こ

れを丸めた数字1850㎡/秒を基本高水流量とした。

この計算手順においては、基本的な問題が二つある。一つは、②の洪水流出計

算モデルの同定が確かな実績流量に基づいて正しく行われているか、もう一つは、

③の実績雨量から計画雨量（1／100の一日雨量) 247mmに引き伸ばした
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場合に流量が異常に大きい値になっていないかである。以下、それぞれについて

詳論する。

2②洪水流出計算モデルの同定が確かな実績流量に基づいて正しく行われてい

るかについて

安威川の河川整備計画においては、以下のとおり、②洪水流出計算モデルの同

定が確かな実績流量に基づいて正しく行われていない。

（1） 平成11年6月洪水のテレメータ水位観測値の元データの不存在

被告も主張しているように（準備書面6．第1 ．3(1)（3～4ページ))、常

時の水位観測はテレメータによる自動観測を行い、洪水時には水位観測地点に

行き、目視による水位観測も行う。さらに、流量調査も行って、水位流量関係

式を作成し、テレメータによる水位観測値から毎時の流量を求める。

この点、平成11年のテレメータによる水位観測値の元データが大阪府より

開示されているが（甲28）、この開示資料に水位観測値が記載されているの

は、平成11年に関しては7月24日10時からであり、それより前について

はデータが記載されていない。

ところが、「一級河川安威川・勝尾寺川流量解析業務報告書雨量水位流量

年表（平成11年)」（乙49）には、同年6月21日～30日の観測水位が記

載されている。即ち、元データ（甲28）がないにもかかわらず、報告書（乙

49）には観測水位が記載されているのである。大阪府において安威川の観測

資料の管理が適正に行われているとは、到底言い難い。

（2） 上流と下流の観測流量の逆転現象

本年1月末に新たに開示された平成11年6月洪水の水位流量観測値（甲2

9）に以下の数字が示されている。

安威川桑原橋 6月27日の最大流量 9時580．38㎡/秒

6月29日の最大流量 3時834．51㎡/秒

安威川千歳橋 6月27日の最大流量 10時440. 60㎡/秒

6月29日の最大流量 3時461．62㎡/秒

この点、桑原橋は千歳橋より上流にあって、流域面積は「淀川水系安威川治

水ダム建設事業全体計画書参考資料安威川ダム」（甲30）のとおり、桑原

橋53. 6ki、千歳橋96. 9k㎡である。即ち、流域面積は桑原橋が千歳橋の
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55％であるのに、桑原橋の最大流量は、 6月27日においては千歳橋の1．

3倍、6月29日においては1．8倍になっているのである。

流域面積がかなり小さい上流地点が下流地点より最大流量が格段に大きく

なることが実際にあり得るのであろうか。大河川の場合は洪水が稻々と流れて

いる間に河道の貯留効果が働いて下流のピーク流量が小さくなることはある

が、安威川の場合、桑原橋と千歳橋は5km程度しか離れておらず、このよう

なことは到底考えられない。

したがって、桑原橋と千歳橋の最大流量の逆転現象は、流量観測の誤りによ

るものと考えざるを得ない。桑原橋と千歳橋のいずれか、または両方の流量観

測に誤りがあるのである。

また、このような上流下流の観測流量の逆転現象が生じた場合は、直ちに観

測基礎データを点検して原因を究明し、補正を行うものであるが、安威川に関

しては観測したままになっている。流量観測値に基づいて治水計画を策定する

のであるから、正しい観測値を得るようにしなければならないにもかかわらず、

河jll管理者である被告はその責務を放棄しているのである。

（3） 小括

以上から、②洪水流出計算モデルの同定が確かな実績流量に基づいて正しく

行われていないと言わざるを得ない。

3③実續雨量から計画雨量(1/100の一日雨量) 247mmに引き伸ばした

場合に流量が異常に大きい値になっていないかについて

本件計画においては、以下のとおり、③の実績雨量から計画雨量（1／100

の一日雨量)247mmに引き伸ばした場合に流量が異常に大きい値になってい

るとしか考えられない。

（1） 別紙1は過去23洪水の引き伸ばし計算結果のピーク流量を並べたもので

ある（モデル降雨洪水を含む。甲1参考資料86ページを抜粋)。下段の相川

地点のグラフを見ると、23洪水のピーク流量は、最大の昭和47年9月16

日洪水1811㎡/秒から最小の昭和58年6月20日洪水587㎡／秒まで

あり、計算値の幅がかなり大きい。いずれも1/100降雨247mmが降っ

た場合であり、 1／100降雨といっても、洪水ピーク流量が1811㎡/秒

（数字を丸めて基本高水流量の1850㎡／秒）になるのは非常にまれなケー

スであることが分かる。
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(2) この23洪水のうち、昭和44年6月、47年7月、58年9月、平成11

年6月の4洪水について、大阪府は実績雨量に対応する相川地点の洪水ピーク

流量を計算している（別紙2．甲1参考資料83，87ページを抜粋)。

そこで、原告側において、そのデータを使って、実績雨量とその計算流量、

計画雨量とその計算流量を同じ図にプロットしてみた｡それが､別紙3である。

これら4洪水において引き伸ばし後の洪水ピーク流量が最も大きいのは、平

成11年6月洪水である（別紙1の下段のグラフでは第5位)。別紙3で、同

洪水の数字を見ると、雨量を198mmから247mmz~1. 25倍に増やす

だけで、洪水上。－ク流量が521㎡/秒から1550㎡/秒へと、約3倍に跳ね

上がっている。このように、雨量の1．25倍の引き上げで、流量が約3倍に

もなっているのは、異常な引き伸ばしであるといわざるを得ない。

そして、基本高水流量の根拠になっている昭和47年9月16日洪水につい

ては、実績雨量に対応する相川地点の洪水ピーク流量の計算値がないので、別

紙3のような図示ができないが、平成11年6月洪水と同様、引き伸ばし計算

によって流量が異常に引き伸ばされた可能性が高い。

(3)洪水流出計算モデルは、モデルの同定を行う実績降雨・実績流量の範囲では

実績値を再現できていても、引き伸ばした計画雨量のレベルで、流量を正しく

表しているという保証はなく、過大な流量が算出されている可能性が高い。こ

のことは洪水流出計算モデルの弱点として指摘されていることである。

この問題が露呈しているのが、別紙4（甲1参考資料85ページを抜粋）に

示された昭和42年7月9日洪水についての計算結果「太田橋実測水位と等流

計算による換算流量一覧表」である。実測水位から求めた太田橋地点の最大流

量が498㎡／秒であるのに対して、「茨木川合流前基本とする高水のピーク

流量」は900㎡／秒となっている。後者は、計画雨量を使って、洪水流出計

算モデルで太田橋近傍の流量を計算した結果を表している。同洪水の実績一日

雨量は相川基準点229mmで、計画雨量247mmに近い値であるけれども、

実績流量の推定値498㎡／秒に対して、計算モデルによる計算値はその2倍

に近い900㎡／秒にもなっており、計算モデルによる洪水流量がかなり過大

に算出されることを示している。

(4) 以上からすると、本件計画においては、③実績雨量から計画雨量（1／10

0の一日雨量)247mmに引き伸ばした場合に流量が異常に大きい値になっ

ているとしか考えられない。
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4小括

以上のとおり、安威川の河川整備計画においては、②洪水流出計算モデルの同

定が確かな実績流量に基づいて正しく行われていないとともに、③実績雨量から

計画雨量(1/100の一日雨量) 247mmに引き伸ばした場合に流量が異常

に大きい値になっている。

とすれば、基本高水流量1850㎡/秒は、現実と遊離した過大な値であると

しか考えられない。即ち、100年に一度の降雨に対応するために安威川ダムが

必要とする治水計画は、現実と遊離したきわめて過大な目標流量によって策定さ

れていると言わざるを得ない。

第3 安威川ダム完成後に1/100の治水安全度が確保される範囲について

1 安威川・神崎川に流入する支ﾉ||の流域の治水安全度

（1） 安威川と神崎川には多くの支川が流入する。天竺川、高jll、糸田川、上のﾉ||、

大正川、茨木川、佐保川である。これらの支jllについても神崎川河川整備計画

で目標とする洪水の規模が次のように定められている（甲1参考資料126，

130，134，138，145及び146ページ))。

天竺川 概ね10年に一度発生する規模の降雨によって発生する洪水

高jl l 概ね10年に一度発生する規模の降雨によって発生する洪水

糸田川 管理区間の上流部の一部を除き、概ね100年に一度発生する規

模の降雨によって発生する洪水に対応できる整備が完了

上の川 概ね10年に一度発生する規模の降雨によって発生する洪水

大正j'’ 概ね’0年に一度発生する規模の降雨によって発生する洪水

佐保川 概ね10年に一度発生する規模の降雨によって発生する洪水

茨木川 概ね100年に一度発生する規模の降雨によって発生する洪水

このように支ﾉ||の大半については、河川整備計画で達成する治水安全度は1

／10である。神崎川河川整備計画の対象期間は概ね15年であるから（甲

1 ．32ページ)、概ね15年経って達成される治水安全度が1/10なので

ある。

仮に、安威川ダムが完成しても、その洪水調節によって水位が下がるのは、

ダム下流の安威川、神崎川である。安威ﾉ||、神崎川に流入する上記の支川の最
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下流域以外は、安威j||ダムの効果が及ばないから、安威j'|ダムはこれらの支j'｜

の治水安全度の向上に寄与しない。

となれば、安威川ダムの計画で目標としている概ね’00年に一度発生する

大雨が降った場合はどうなるのであろうか。上記の支j'|の大半は河川整備計画

による整備が完了しても、 1/10の治水安全度しか確保されていないから、

当然のことながら氾濫が起きることになる。

このように、安威川ダムが完成しても、ダム計画で想定しているような大洪

水が来たときは、安威川・神崎川の支川の大半があふれてしまうのである。

（2） 原告らは、被告に対し、以下のとおり釈明を求める。

即ち、河川整備計画では、安威川と神崎川の支川である天竺川、高川、糸田

川、大正川及び佐保川の治水安全度は’／10、上の川及び茨木川の治水安全

度は1／100とされている。かかる治水安全度が達成された時点において、

安威川ダムの計画で目標としている概ね100年に一度発生する大雨が降っ

た場合、安威川と神崎jllの支川である天竺川、高川、糸田川、上の川、大正ﾉ||、

茨木川、佐保川の流域はどのような状態になるのか、氾濫する場合は氾濫がど

の程度の区域に広がり、浸水深度がそれぞれの場所でどの程度の深さになるか

を具体的に明らかにされたい。

2安威ﾉ|｜・神崎ﾉ||周辺の内水域の治水安全度

（1） 神崎ﾉ||河川整備計画には、安威川および神崎川の両側にある広大な内水域に

ついて、以下のように書かれている。

「流域の下流部が内水域となっており、全体の約3割(65. 3k㎡)を占めて

います。現在、内水対策は各下水道管理者によって、概ね10年に一度程度の

大雨に対して浸水被害を解消するよう整備が進められています｡」（甲1参考資

料46ページ）

この記述で重要であるのは、安威川・神崎川流域(208. 1k㎡)の3割が内

水域となっていて、その内水域では河ﾉ||整備計画の達成目標が、概ね10年に

一度程度の大雨に対して浸水被害を解消することになっていることである。

内水域は、末端排水路や下水道雨水管の疎通能力や排水機場の能力が高くな

いために、降った雨水が排除されずに溢れてしまう地域である。そのような内

水域が安威川・神崎j||流域(208. 1k㎡)の3割も占めている。淀川水系神崎

ノ||ブロック河川整備計画（甲1）の参考資料46ページのとおり（甲31）、
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内水域は、安威川ダムの約3km下流から安威jl l・神崎jllの両側の広い範囲と

各支川の下流域に及んでいる。

（2） そして、この内水域に関しては、神崎j||河川整備計画で達成する目標は、概

ね10年に一度程度の大雨に対して浸水被害を解消することであるから、安威

川ダムの計画で目標としている概ね100年に一度発生する降雨が降った場

合はどうなるのであろうか。

河川整備計画の内水排除の目標レベルが概ね10年に一度程度の大雨なの

であるから、安威川ダムがあろうがなかろうが、大規模の内水氾濫が起きるこ

とは必至である｡仮に､安威川ダムが完成した場合､安威川の水位は下がるが、

末端排水路や下水道雨水管の疎通能力や排水機場の能力が小さく、それらが1

/10の降雨に対応する能力しか有していなければ，降った雨がそこで溢れて

しまうことになる。安威川に洪水が排水される前の段階で溢れることになる。

実際に平成11年6月洪水では、安威川の最高水位は計画高水位より十分に低

かったが、安威jl|流域で内水氾濫による被害が発生した。要するに、内水排除

の能力を概ね100年に一度程度の大雨に対応できるレベルまで引き上げて

おかないと、安威川ダムの計画で目標としている概ね100年に一度発生する

大雨が降った場合は大規模な内水氾濫が起きてしまうのである。

（3） 原告らは、被告に対し、以下のとおり釈明を求める。

即ち、河川整備計画では、内水域において概ね10年に一度程度の大雨に対

して浸水被害を解消することを達成目標とされている。かかる目標が達成され

た時点において、安威j'|ダムの計画で目標としている概ね，00年に一度発生

する大雨が降った場合、安威川・神崎川流域にある全流域面積の3割を占める

内水域はどのような状態になるのか、内水氾濫がどの程度の区域に広がり、浸

水深度がそれぞれの場所でどの程度の深さになるかを具体的に明らかにされ

たい。

3安威川ダム完成後に’／’00の治水安全度が確保される範囲について

（'） 前記’及び2を踏まえると、仮に安威j''ダムが完成しても、 ，00年に一度

の大雨が降った場合に氾濫を回避できるのは、以下のとおり極めて限られる範

囲になる。

まず、安威j''、神崎川に流入する支ﾉ'|は、最下流域以外は、安威川ダムの洪

水調節の効果がなく、かつ、支川流域の大半は、河川整備計画で達成する治水
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安全度が10年に一度の雨であるから、100年に一度の大雨が降った場合に

は大規模な氾濫が起きると予想される。

そして、安威川、神崎川の河道では安威川ダムの洪水調節効果で水位が下が

るが、ダムから約3km下流からは内水域である。この内水域は安威川・神崎jl l

の両側の広い範囲と各支ﾉ||の下流域に及んでいて、神崎川流域全体の約3割を

占めている。その広範な内水域では河川整備計画で達成する治水安全度が10

年に一度の雨であるから、100年に一度の大雨が降った場合には大規模な氾

濫が起きることになる。

したがって、安威ﾉ||ダムが完成しても、 100年に一度の大雨が降った場合

には神崎川・安威川流域の大半で氾濫することになる。100年に一度の大雨

に対応できるのは、安威川ダムから約3km下流の内水域になるまでの安威川の

周辺、安威川・神崎川の支川流域のうち、100年に一度の大雨に対応できる

河川整備が行われた一部の支川流域だけである。100年に一度の大雨に対応

するために安威川ダムが必要とされているが、実際には、安威川ダムが完成し

ても、100年に一度の大雨に降った時は神崎川・安威川流域の大半で氾濫す

ることになる。このように安威ﾉ||ダムは治水効果が非常に乏しい治水事業なの

である。安威川ダム建設の事業費は、総額1314億円（平成22年度末での

執行額858億円）にもなる。これほど巨額の事業費を投じて、安威川ダムを

建設しても、安威川・神崎川の流域の大半は100年に一度の大雨で氾濫して

しまうのであるから、安威川ダム建設を主眼に置く安威川・神崎ﾉllの治水対策

は根本から誤っている。

(2) 原告らは、被告に対し、以下のとおり釈明を求める。

即ち、支流及び内水域に関する神崎ﾉ||河川整備計画による整備が終了し、か

つ、安威川ダムが完成した後、 100年に一度の大雨が降った場合、安威川・

神崎川の全流域において､内水氾濫も含めて､氾濫がどの程度の区域に広がり、

それぞれの場所で浸水深度がどの程度の深さになるかを具体的に明らかにさ

れたい。

第4河床への土砂堆積による洪水時の水位上昇について

被告は、治水効果が乏しい安威j||ダムの建設ばかりに力を入れ、流域住民の安

全を守るために必要な河川管理を疎かにしている。前記第1で指摘したように、

水位流量観測において観測は結構行われているものの、そのデータの整理と保管

9



がきちんとされていないこともその一例であるが、以下のとおり、河床への土砂

堆積による洪水時の水位上昇への対策もそうである。

1 安威川河床の土砂堆積がかなり進行していることについて

安威川及び神崎川の河床の堆積土砂に関して、原告が「その状況を調査した結

果｣、「その土砂を除去してきた過去の経過、除去土砂量｣、「除去に要した費用｣、

「今後の除去計画｣、「その除去に要するおよその費用」について、再度、「回答

及び資料の開示」を求めたにもかかわらず（原告第5準備書面（治水関係）・第

6 (10～11ページ))、被告は「回答する必要はないものと考える」として回

答を拒否した（準備書面6．第6（10ページ))。

このように被告から回答を拒否されたので、原告側において可能な範囲におい

て、大阪府への公文書開示請求で得た資料（甲32）によって安威川の土砂堆積

状況を示すことにする。安威jllの地点別の「土砂堆積・洗掘量」÷「計画高水位

以下の河道断面積」（平成23年度測量）は別紙5のとおりである。

この図を見ると、安威jll河床の土砂堆積がかなり進行していることがわかる。

安威jllの大半の区間は、計画高水位以下の河道断面積が土砂堆積により、概ね8

～17％も小さくなっている。河道断面積が小さくなれば、流下能力も小さくな

る。最大で17％も断面積が小さくなっているのであるから、流下能力の減少は

決して小さなものではない。

被告は、安威川は河道整備で概ね10年に一度発生する規模の降雨で発生する

洪水への対応が可能になっているとしているが、それは土砂が堆積していない状

態での話であり、現時点で1/10規模の雨が降れば、安威川は氾濫する危険性

が生じることになる。何故、被告は、このように河床に土砂が堆積した状態を放

置しておくのであろうか､安威川ダムの建設ばかりに関心が行っているからでは

ないのかと考えざるを得ない。

2求釈明事項

原告らは、被告に対し、以下のとおり釈明を求める。

即ち、前記1のとおり、安威川は、河床の土砂堆積が進行しているが、安威川

の流下能力の現状は、どのようになっているか、土砂堆積を前提とした安威ﾉ'|の

現流下能力の計算結果を明らかにされたい。

第5 耐越水堤防工法について

1 旧建設省士木研究所による耐越水堤防工法の開発
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(1)被告は、耐越水堤防は技術的に確立していないと結論を主張するのみで、原

告の耐越水堤防に関する求釈明への回答を一切拒否している（準備書面4．第

6（9～10ページ)、準備書面6 ．第9（12～13ページ))。

しかしながら、実際には、旧建設省土木研究所で耐越水堤防の研究が進めら

れ、実用化が進められつつあった。｜日建設省土木研究所次長であった石崎勝義

氏（以下「石崎氏」という）が論考「鬼怒川の堤防決壊はなぜ起きたのか第

1編－消されかかっている越水堤防一」（甲33）において、以下のとおり、

そのことを明らかにしている。

ア即ち、昭和40年代、新潟県の加治j||や静岡県の巴川の水害を経験した建

設省は、建設省土木研究所長の福岡正巳所長による「河川堤防強化による新

治水方式」（昭和45年）の提唱を機に、土木研究所に堤防を越水に耐えら

れるようにする技術の研究・調査を依頼し、昭和50年から昭和59年にか

けて調査・研究が進められた（甲33 ．3～5ページ)。

イ士木研究所が開発した耐越水工法「アーマーレビー（鎧型堤防)」は、兵

庫県の一級河川・加古川で具体化され、昭和63年には建設省土木研究所

河川部河ﾉ||研究室、機械施工部土質研究室によって「加古ﾉ||堤防質的強化

対策調査報告書」が出された（甲34)。この報告書では、アーマーレビー

エ法が加古川において「十分な耐越水能力を持つことが確認された」（同．

74ページ）とし、「堤防の強化は様々な方法で行うことが可能であり、そ

れぞれの堤防が置かれた状況に応じて、無理のない方法で行うことが、均

整のとれた治水安全度の向上にとって重要である」と結論づけている（同．

76ページ)。

ウ平成10年、建設省河川局は堤防強化を重点施策に掲げ、全国250キロ

メートルの河川整備を計画、平成12年には同局・治水課の「河川堤防設計

指針」に位置付け、三重県の雲出川等の河川で実施が始まった（甲33．6

ページ)。

エしかし、翌年、熊本県の川辺川ダムに反対する住民らと建設省が対立する

こととなった川辺川ダム住民討論集会において、住民側が「堤防強化をすれ

ばダムは不要」と主張したことから、実施設計までされていた堤防強化が中

止され、平成14年には「河川堤防設計指針」から堤防強化に関する記述が

すべて削除される事態となった（甲33 ．6ページ)。

圭
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（2） 三重県の雲出川で実施されたのは、アーマーレビー（鎧型堤防）と同様のフ

ロンティア堤防であった。この工法を既設堤防の強化工法として実施する場合

は、堤防長さ’メートルあたり50～’00万円で整備が可能とされており、

比較的安価な堤防強化工法である。

また、石崎氏は、最近、j'|の景観も配慮した「耐越水堤（減勢フトンカゴ)」

（甲35）も提案し、整備費用の試算も行っている。この工法は堤防長さ1メ

ートルあたり60万円程度であり、やはり比較的安価である。なお、フトンカ

ゴとは角型じやかごのことである。

（3） このように、石崎勝義氏の本論考（甲33）と、建設省土木研究所「加古川

堤防質的強化対策調査報告書」（甲34）によれば、被告の主張「耐越水堤防

は技術的に確立していない」は、耐越水堤防工法の開発の歴史を踏まえない事

実誤認の主張であることは明らかである。耐越水堤防工法は、技術的に確立さ

れたが、ダム計画の推進に支障が出るので、安価な耐越水堤防工法の導入にス

トップがかかっているのである。

2耐越水堤防工法の導入による流下能力の飛躍的向上

そして、安威川・神崎川に耐越水堤防工法を導入することによって、堤防天端

高まで洪水位が上昇しても対応可能な状態に改善すれば、以下のとおり、安威

ノ|｜・神崎川の河道の流下能力は飛躍的に高まることになる。

（1） 安威川流下能力図（甲36の2）は、安威川の流下能力を大阪府が計算した

結果である。これによると、計画高水位の流下能力は、計画高水流量（安威川

ダムがある場合の目標流量）を上回っているが、基本高水流量（安威川ダムが

ない場合の目標流量)よりは小さい。しかし､堤防天端高の流下能力を見ると、

左岸､右岸とも､上流部12～16kmの区間を除けば､ほとんどのところで、

基本高水流量を上回っている。

そして、別紙6は、大阪府から開示された資料（甲37の2）を基に原告側

において作成した、大阪府の計算による神崎川の流下能力図である（ただし、

堤防天端高の流下能力は、大阪府のHQ式に堤防天端高を代入して求めた)。

これによると、計画高水位の流下能力は、ダムありの整備目標流量を上回って

いるが、ダムなしの整備目標流量より小さい。しかし、堤防天端高の流下能力

は左岸、右岸とも、上流部13．5～15kmの区間を除けば、ダムなしの整

備目標流量を上回っている。特に12kmより下流部は大きく上回っている。

12



そして、上流部13．5～15kmの区間の流下能力不足量は100㎡/秒程

度であって、比較的小さい。

したがって、安威川・神崎jllに耐越水堤防工法を導入すると、安威川上流

部12～16kmの区間について堤防嵩上げや河床掘削で流下能力増強対策

を講じ、さらに神崎川上流部13．5～15kmの区間について多少の流下能

力不足を補う対策を行えば､安威川ダムなしの目標流量に対応することが可能

となる。

(2) そして、耐越水堤防工法の導入の効果は、それだけではない。安威川ダムな

しの目標流量を上回る洪水が仮に来ても、堤防が決壊することが基本的にない

ので、致命的な被害の発生を防ぐことができるのである。

昨年9月の鬼怒川水害では、堤防の決壊が凄まじい被害をもたらした。堤

防の決壊で鬼怒川から溢れた洪水が家々を次々と襲っていく凄まじい状況が

放映され、堤防決壊がもたらす被害の恐ろしさに息を呑む思いであった。致命

的な被害をもたらす堤防決壊を防ぐ叡ことが何よりも重要であることを認識さ

せる鬼怒川の破堤であった。

因みに、鬼怒川は上流部に国交省の巨大ダムが4基もあり（五十里ダム、

ﾉ||俣ダム、川治ダム、湯西川ダム)、その治水容量は合計で1億2530万㎡

（安威ﾉ||ダムの治水容量1400万㎡の約9倍）もある。しかも、4ダムの集

水面積が鬼怒川全流域面積の1／3を占めているので、ダムで洪水調節さえす

れば、ほとんどの洪水は氾濫を防止できるとされていた河川であった。

しかし、堤防が決壊し、凄まじい被害をもたらした。洪水時の雨の降り方

は様々であり、上流ダムで洪水調節をしても、ダム上流域以外の流域での雨量

が急増すれば、中下流は氾濫の危険にさらされる。今回の鬼怒川堤防決壊はそ

の典型例であった。ダムでは流域住民の安全を守ることができないのである。

小括

以上から、安威川・神崎川に耐越水堤防工法を導入することによって、堤防天

3

端高まで洪水位が上昇しても対応可能な状態に改善すれば、安威川・神崎川の河

道の流下能力は飛躍的に高まることになり、安威川ダムは不要である。

以上
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淀川水系神崎川ブロック河川整備計画参考資料（大阪府）
第軍蒻竿”2．洽水の…麹する凝謝

2）基本とする高水（群）の算定

③計画降雨波形（群）の設定(P82)で設定した計画降雨波形（群）を用い、基本とする高水（群）の各基準点の最大流■を下図に示しました。

O加島基準点における基本とする高水（群）
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第童藷隼鰯Z急歌い…鰻M二灘する癖

○流出モデルの検証

淀川水系神崎川ブロック河川整備計画参考資料（大阪府）

☆実績流量による検証

実績流量の存在する6洪水を対象として、実績流量と計算流量の適合性が良好となるようモデル定数を設定しました。得られた

最適定数による計算流量はピーク流呂と波形を概ね再現しています。

1 －‘一 一一F 1幸一竺一ー‐-一一肇一二一 二一

☆対象洪水

対象洪水は出水の規模と実績流量資料の存在状況より表－3－2に示す洪水を選定する。 対象洪水と相川地点ピーク流量一覧

地点ピーク流量

観測値 計算値

230 246

213 211

290 288

427 479

94 119

288 287

83 80

441 439

相川地点

ピーク流量

流域面積

(km2i
洪水 地点

対象洪水一覧

地点

千歳橋｜中河原橋
６
７

坐
々

Ｓ
Ｓ

桑原橋

桑原橋

桑原橋

千歳橋

中河原橋

桑原橋

中河原橋

千歳橋

垂
一
睡

里
一
理
一
壁
一
師
一
塑
一
唾
一
一
率
一
印

洪水名 備考
識
一
○
’
○
’
○
’
○

畔
諦
一
》
一
卸
一
瞬
一
昨

S58.9 728

○ ○

卸
一
咽
一
峠

詞
一
垂
一
函

○

○
～

<-杼 単位:m3/s*O印は流量資料が得られる地点

☆計算時の土地利用

神崎川ブロックの土地利用は昭和40年代の千里ニュータウンの開発や万国博覧会により大きく変化

することから、計算に用いる土地利用はこれらの開発前と開発後に分けて設定する。

１
１

寓
卓
癖

計算時の土地利用の設定

洪水名 計算に用いる土地利用

坪
一
諦
一
》
｜
封
一
吋
一
能

開発前土地利用

現状土地利用

一

＊開発前土地利用：昭和42～43年測量の地形図より設定

＊現状土地利用：平成9～13年測量の地形図より設定

『
一
斡
騒
〉
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筆プ章第率師2．治水の…録二鱒する捜訂

○加島基準点、相川基準点における基本とする高水(群)の最大流霊
■■■■■■■■■■

加島基準点 相川基準点

|厭離雨| ･順一 |輔|順腫|雲驚爾 口
計画降雨

nlnl 蒲雪｜膜位
実績降雨

rnrn
引伸率

実績降雨

rnm

最大流量

(m3/s)

計画降雨

『n｢、
洪水型 引伸率 順位

１
２
２
１

０
５
９
３

７
９
６
８

訂
空
電
型

Ｓ
Ｓ
Ｓ
Ｓ

極
一
唾
一
煙
一
睡

峰
一
睡
一
匪
一
酢

883 1 20 1 166 唾
一
睡
一
》
｜
犀
一
睡
一
唖

707 1 21

1,910 1572 1,517 6

唖
一
榧
一
睡
一
》

12714 1,100 幅
一
幅
－
７
－
幻
一
空
一
幅
一
Ｓ
ｌ
８
ｌ
４
ｌ
９

唾
一
睡
一
函

帽
－
８
－
９
｜
記
｜
灯
－
５
一
拍
－
３
一
幅

面
一
妬
一
唾
一
裡
一
極
一
種
一
煙
一
琴
一
唾

S358.29 163 1－469

S36.6.27

S36､10.28

S40527

122 1．965

134
－

~164

1.789
－

1－462

730 1．746 647

1，133
－

1,754

唾
一
睡
一
睡

３
０
５

８
４
２

９
６
４ｔ

１S41.7.2 135 1．775

S41.9.18 127 1884 1,547
、
品 S42.7.9 222 1 081 1，864 1.080 1,630

６
０

２
２

６
６

４
５

４
４

ｓ
Ｓ

ｗ
一
煙

1．638
－

1．976

1,369 1．616 1 1，141
240 247

977 19 127 1－942 834 18

ー｜ ｜… 一一可2,175‐’
. . .｢下｢－

’ 1－39’ S479.16

S47d7.13

S58.9.28

S58.6.20

H1.9.3

H5.7.4

H7．512

H11.6.29

極
一
泥
一
匹
一
切
一
画
一
画

侭
一
解
一
睡
一
》
｜
歴
一
心
一
砕
一
唾
一
洞
一
一

垂
一
触
一
理
｜
岬
一
睡

21 168 唾
一
昨
一
》
｜
唾

程
一
睡
一
雪
一
理

幅
一
値
一
串
一
打

恒
｜
空
一
幅
－
７
｜
幅
－
６
｜
空
一
制

悔
一
唾
一
唾

灘驚鱗鐵’ ｜蕊蕊蕊鍵蕊議蕊蕊蕊§溺
1,250 唾

一
座
一
幅
一
浬

1 960 1,089 14

193 1,745 1245 1,550 5

H129.10 1．725 756144 863 20

H12.10.30

モデル降雨

136 1,464 1.867 1 1，312 1 11

1，824 1,706 24

内水域からの流出は、下水道の計画放流量を上限とする
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別納3

安威川･相川基準点の雨量と最大流量の関係
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世

淀川水系神崎川ブロック河川整備計画参考資料（大阪府）
第章第竿〃a治水の率漂X二”する藤訂

☆昭和42年7月洪水に関する検証
■
酉
肥
Ｆ
ｄ
ザ
．
ご
硬
日
。
・
０
兵
０
、
ｆ
、
１
．
０
１
“
ｑ

■
》

日雨量既往最大である昭和42年7目洪水に関して、以下の2つの内容について検証しました。

(1)太田橋地点の水位データより実績流晨を等流計算で推算し、実績降雨波形を入力した流出計算結果と比較しました。

(2)越水が発生した野々宮付近において、本モデルによる再現流置を当時の断面において評価しました。

いずれも概ね再現できていると考えられます。

雲…………砠毎＝＝
毒ユ ＝一

－－令詞…や…＝,や吋秤一＝寒…詞蓉…鐸辱…琴”V0Pー,…f塞ぎ鄙ﾌ窪､ヂFﾜ■,画審
一

三

■

(2) 野々宮付近の再現水位(1)太田橋地点の流量比較

昭和42年7月洪水時の太田橋実測流量を、観測水位及び等流計算により求めた水位～流置関係

式(H-Q式）から推定した。

等流計算に用いる勾配と粗度係数は、S42年当時の縦断図より、勾配1/289、計画粗度O.O3O

実際に越水が発生した

野々宮付近において、計算

水位が堤防高を超えるこ

とが確認されましだ。

２
１
０
９

１
１
１

ピーク水位(計算値）
左岸堤防 右岸堤防高

OP9．67mO~P9．86m

を採用した。

このとき、H-Q式:Q=40.097(H-17.953)2を得た。
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（
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。
）
侭
辱

太田橋実測水位と等流計算による換算流量一覧（安威川ダム関連資料）

茨木川合流点前基本と

する高水のピーク流量
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9m流出計算

九推定流量と計算流量を比較した結果、概ね再現できていると判断した。
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神崎川の流下能力と整備目標流量
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,ｲ/秒 －－現況天端高の流下能力(左岸）

一現況天端高の流下能力(右岸）

i
Z

I I’
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一現況天端高の流下能力(右岸）

一計画高水位の流下能力(整備後）2,500
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安威川ダムサイト予定地と安威川流域内水域の上流
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